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         アスリートへの写真・動画による性的ハラスメント 

         に係る相談窓口等について 

 

 

 スポーツの大会等において、アスリートが性的意図を持って写真・動画を撮影されたり、

アスリートの写真・動画がインターネット上に性的意図を持って掲載されたりする事案（以

下「アスリートへの写真・動画による性的ハラスメント」という。）については、アスリー

トを被害から守るため、横断的に取組を進めていただいているところです。 

 検討課題の一つとなっていたアスリートへの写真・動画による性的ハラスメントに係る

相談窓口に関し、まずは既存の相談窓口の活用について下記のとおりお知らせします。 

 宛先の各団体・機関（以下「統括団体等」という。）におかれては、下記の内容を加盟・

登録団体等に対して周知いただくとともに、統括団体等及び加盟・登録団体等においてアス

リート等に相談窓口を周知・案内する際に、参考にしていただくようお願いします。 

 

 

記 

 

 



１．インターネット上に掲載された写真・動画に係る対応について 

 (1) インターネット上の違法・有害情報に関する相談窓口について 

   インターネット上に掲載された情報がアスリート等の権利を侵害する違法・有害情

報に当たる場合、サイト管理者・プロバイダ等に対し、掲載された写真・動画の削除を

依頼するなどの対応が考えられます。別添資料（総務省作成）のとおり、インターネッ

ト上の違法・有害情報に関して相談可能な窓口が設置されていますので、加盟・登録団

体等やアスリート等への周知をお願いします。 

   なお、具体的な対応については、各個別事案の違法性などを踏まえて判断されるもの

であり、何らかの対応が可能かどうかも含めて、各個別の事案により異なりますので御

留意ください。 

  ＜参考＞ 

   ○ 違法・有害情報相談センター【総務省】（https://www.ihaho.jp） 

     相談者自身がサイト管理者・プロバイダ等に対して削除依頼を行う場合に、イン

ターネットに関する専門知識や経験を有する相談員が、削除依頼の方法などをアド

バイスします。 

   ○ 人権相談【法務省】（http://www.moj.go.jp/JINKEN/） 

     アスリート等の名誉毀損やプライバシー侵害等の人権侵犯の疑いのある事案に

ついて、相談に応じます。相談者自身がサイト管理者・プロバイダ等に対して削除

依頼を行う方法等の助言に加え、法務局が違法性を判断した上で本人に代わってプ

ロバイダ等に対する削除要請を行います。 

    ※ 以下の複数の窓口から相談可能です。 

     ・「みんなの人権１１０番」 0570-003-110 

     ・「女性の人権ホットライン」 0570-070-810 

     ・「外国語人権相談ダイヤル」（10言語対応） 0570-090911 

     ・「インターネット人権相談」 https://www.jinken.go.jp 

 

 (2) スポーツ団体における対応について 

   統括団体等及び加盟・登録団体等における相談窓口のあり方については、引き続き検

討を進めるとともに、現段階において個別に被害相談が寄せられるもののうち、統括団

体等や加盟・登録団体等において対応が困難なものについては、(1)を参照しつつ、ま

ずは事案に応じて適切な窓口を周知・案内いただくことも検討ください。 

 

https://www.ihaho.jp/
http://www.moj.go.jp/JINKEN/index.html
https://www.jinken.go.jp/


２．大会中の写真・動画の撮影行為について 

  大会中の写真・動画の撮影行為については、各大会主催者等における開催要項等による

ルールの整備を進めるべく検討が進められておりますが、引き続き、統括団体等の協力の

下で事例のとりまとめ・共有に向けた検討を進めていただくようお願いします。 

  また、大会主催者等において、見回りや不審な撮影者への声かけ等が行われているとこ

ろですが、例えば、赤外線透視機能付きカメラによる衣服の透過撮影行為が都道府県の迷

惑防止条例違反で取り締まられた事例が存在するなど、事案の性質によっては、最寄りの

警察署に通報することで取締りが行われる場合があります（ただし、事案の内容や都道府

県ごとの条例整備状況等によって、個別の事案に係る具体的な対応は異なります。）。 

  不適切な撮影行為の抑止効果を高める観点から、事案によっては法令・条例に基づき処

罰される可能性がある旨を注意喚起することも考えられますので、ポスターの掲示や大

会プログラム・チラシ等への掲載、会場でのアナウンスなど、各大会において適切な取組

が進められるよう、統括団体等におかれては、主催大会等における対応及び加盟・登録団

体への周知をお願いいたします。 
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